
八王子市

規制改革推進会議
デジタル・AI ワーキング・グループ

発表資料

資料１－４



【自転車防犯登録についての要望】

当市における課題

要望

警察共通基盤システムへの地方自治体の閲
覧権限（閲覧範囲制限あり）の付与

自治体での閲覧が不可能であれば、所轄警
察署への照会に対し全国の所有者情報の

一括回答を希望

防犯登録内容照会

盗難事件解決および自転車保管業
務の負荷に課題

防犯登録DX化に課題
（撤去から通知までに時間を要す）

登録抹消手続き

警察組織ごとに異なっている盗難自転車に
対する取り扱いの意思統一

期待される効果 所有者への迅速な通知が
可能となる

事件の解決・保管業務負荷軽減
につながる

防犯登録内容照会 及び 登録抹消手続きについて、以下をご検討いただきたい



【放置自転車返還・処分事務に係る課題】

≪防犯登録内容照会≫
◆照会内容の回答制限

○警察庁システムが統一化されたが、本市が所有者照会をかけている所轄警
察署では、統一前と変わらず、他道府県の登録内容の回答をいただいていない。
↓このことによる影響
○他道府県の登録内容については別途照会を要す。

◆通知までに一定時間が必要

○登録番号による照会は、八王子警察署にはメール、他道府県分は郵送にて
紙文書を送付している。（メール希望の団体もあり）
↓このことによる影響
○告示から通知発送まで、警視庁管内分であれば 1 週間から 10 日程度、他道
府県では 2 週間から 1 か月を要す。

○市としてはより多くの自転車を早期に返還したいが、所有者照会に時間を要
してしまう。(返還率があがれば、保管所事務の省力化も見込まれる)。

〇所有者への通知が遅くなると、通知が届く前に新しい自転車を購入してしまう
ことがあるため引取に来なくなる場合がある。

◆該当なし（所有者情報不明）

〇撤去車両の防犯登録内容を照会した際、防犯登録情報の保管期限が切れて
いることで所有者の情報が得られない。（R7年度232件）。期限があることの認
知も低い。
↓このことによる影響
〇所有者に通知する手段がなく、返還率の低下を招いている。

≪登録抹消手続き≫

◆盗難車両の取り扱い

○保管期限が満了し、市に所有権帰属後、本市から各都道府県警察に登録抹消

を依頼するが、抹消の可否は各都道府県警察によって異なる。

○盗難車両であっても、撤去自転車については警察では押収しない場合と、一方

で警察が押収し、被害者へ還付すべきという場合がある（ただし、警察で保管は不

可。保管所にて警察、被害者立会のもとで還付するという考え方）。このように、各

都道府県警察によって取り扱いが異なる

↓このことによる影響

○盗難車両に該当し、かつ、はがきを送っても所有者が取りに来ない（住所変更に

よる通知未着含む）場合、所有権を放棄したと受け止められるが、物証である車両

を確認したうえでも、還付手続きが進まない状況は、盗難被害の解決に至らないう

えに保管業務の負荷増大につながる（処分が滞り倉庫の容量を圧迫する）結果と

なる。

○ＤＸ化により防犯登録番号の連絡機能が結びついていれば、所有者への通知の

簡素化（例：市→警察へ番号を伝えるだけではがき不要で連絡可能）も想定される。

〇警察庁のシステムが、（閲覧範囲制限のもと）自治体からアクセスできるようにな

れば、警察署側、自治体側ともに省力化が図れる。

• 防犯登録内容照会 ：  防犯登録制度のDX化に課題 （撤去から通知までに時間を要す）
• 登録抹消手続き ：  盗難事件解決および自転車保管業務の負荷に課題



【放置自転車撤去・保管・処分までのフロー】

【防犯登録制度との関連】
所轄警察署に防犯登録にて所有者及び盗難届の有無を照会

【防犯登録制度との関連】
市に所有権帰属後、各都道府県警察署へ
車両処分を目的に防犯登録の抹消を依頼

市に所有権帰属
（告示から6か月経過）

• 八王子市では自転車法および市条例に基づいて放置自転車対策を推進している。
• 防犯登録情報は、撤去自転車を返還するための手段としての活用。
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【放置自転車撤去・保管・処分までのフロー】
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・警視庁管内の車両
・防犯登録番号のない車両（車体番号での照会）

所轄警察署へメールにて照会。照会後、3日～4日後にメール回答あり。
よって撤去日から5日～10日程度経過時点で返還通知送付。
防犯登録番号が不明の車両については車体番号で照会しているが、
特定できないケースがある。

警視庁管轄以外の車両
他道府県警察に郵送にて照会（一部メールでの対応を希望される場
合あり）。郵送の場合、2週間からおそくて1か月程度で回答。

1585台／R6年度
返還率52.7％

869台／R6年度
累計保管台数

課題
あり

課題
あり

1644台／R6年
度累計保管台数



【放置自転車撤去・保管事務について（参考資料）】

・
・
・

市に所有権移転（告示後6か月）まで掲載

はがき例 HP掲載例 ※撤去した翌営業日に撤去自転車一覧として掲載



【放置自転車撤去・保管事務について（参考資料）】

【保管所の様子】
◆施設全体

◆返還通知事務処理中の車両 ※1週間に20～30台の撤去自転車

• 放置自転車撤去後の返還事務を速やかに進めているが、所有者への通知にタイムラグがあり、返還率が伸び悩んでいる
• 保管所及び保管期限満了後に移送する倉庫でも大量の自転車を保管している

R2 R3 R4 R5 R6

撤去台数 1,850 1,890 1,726 1,726 1,585

返還台数 940 983 926 871 835

返還率 50.8% 52.0% 53.7% 50.5% 52.7%
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【放置自転車撤去の状況と返還率の推移】
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